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群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 趣 旨 

  群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借を一括して安全に工事を施工できる事業者を

選定するために実施するプロポーザルについて、必要な手続等を定める。 

 

２ プロポーザルの概要 

(1) 名称 

群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る公募型プロポーザル 

(2) 契約使用期間及び仕様 

別紙「群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

(3) 見積限度額 

心臓血管センター 95,040 千円 

がんセンター   113,850 千円 

小児医療センター  88,630 千円 

※いずれも消費税及び地方消費税を含む 

※本プロポーザルに必要な費用は、参加者の負担とする 

(4) 選定方法 

審査項目及び審査基準を別に定め、プロポーザルへの参加を希望する者から提出され

た提案書を｢群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る事業者選定委員会｣にお

いて審査することにより、契約交渉を行う相手方を選定する。 

(5) 事務局 

群馬県病院局経営戦略課戦略・DX推進係 

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

電話 027-226-2715(直通)  

メールアドレス bkeieika@pref.gunma.lg.jp 

 

３ 参加資格 

本件プロポーザルに参加できる資格を有する者（以下「参加者」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者。 

(2) 群馬県物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を、

本プロポーザル募集公告の日から企画提案書の受付期間の末日までの間において受け

ていない者。 

(3) 群馬県病院局財務規程（平成15年病院局管理規程第5号）第139条第3項の規定による入

札参加制限を受けていない者。 
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(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てを行っていない者。 

(5) 群馬県暴力団排除条例（平成22年群馬県条例第51号）第２条に規定する暴力団員又は

暴力団と密接な関係を有しない者。 

(6) 国税及び地方税を滞納していない者。 

(7) 本プロポーザルに係る公告の前日までの過去５年間に300床（医療法（昭和23年法律第

205号、以下、同じ。）第27条に基づく使用許可を受けたもの）以上の病院（医療法第

１条の５第１項に規定する病院をいう。以下、同じ。）と同種の契約を締結し、かつ、

これらを誠実に履行した実績がある又は履行中である者。 

 

４ スケジュール 

No 内容 期間・期日 

1 募集開始 令和８年５月 18日（月）ホームページ掲載 

2 現地確認 
令和８年６月 15日（月）まで 

※受付：令和８年５月 27 日（水）まで 

3 質問受付 令和８年５月 25日（月）17 時まで 

4 質問回答 令和８年６月１日（月）17 時までにメールする 

5 プロポーザル参加申込 令和８年６月２日（火）17 時必着 

6 
審査結果及び企画提案

書等提出要請通知発出 

令和８年６月８日（金）17 時までにメールする

(予定) 

7 企画提案書等の提出 令和８年６月 16日（火）17 時必着 

8 プレゼンテーション 令和８年６月 22日（月）(予定) 

9 選定結果の通知 令和８年６月 24日（水）(予定) 

10 契約締結 令和８年６月下旬 (予定) 

 

５ 参加手続き 

プロポーザルに参加を希望する者は、別添様式による参加申込書及び企画提案書等を提

出しなければならない。 

(1) 参加申込書の提出 

ア 提出書類 

参加申込書（様式第１号）と次の書類を各１部添付して提出すること。 
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（ア）事業者概要報告書（様式第２号） 

（イ）直近決算における貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書 

ただし、事業譲渡、会社分割（吸収分割又は新設分割）その他これらに類する組

織再編により、当該事業を実施する新体制の法人としての直近決算書が存在しな

い場合は、次に掲げる書類を提出することで足りるものとする。 

a 事業譲渡前又は分割前に当該事業を営んでいた法人の直近事業年度の財務書

類 

b 組織再編の概要が確認できる書類（事業譲渡契約書、会社分割計画書、プレス

リリース等） 

c 事業譲渡又は会社分割後の期首貸借対照表（作成している場合） 

（ウ）納税証明書又は納税義務がない旨の申立書 

（エ）暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する

者に該当しない旨の誓約書 

（オ）役員一覧表 

（カ）法人登記簿謄本の写し 

ただし、商号変更、会社分割その他の組織再編により登記事項に変更が生じてお

り、参加申込期限までに最新の法人登記簿謄本の取得ができない場合は、変更前

の法人登記簿謄本の写し及び変更内容が確認できる資料をもってこれに代えるこ

とを可とする。 

なお、最新の法人登記簿謄本については、契約締結前までに提出するものとする。 

（キ）印鑑証明 

（ク）課税（免税）事業者届出書 

※（ウ）～（キ）については、群馬県の「令和８・９年度物件購入及び製造等（物

品・役務）の競争入札参加資格」を有する者は提出不要とする代わりに、県が登

録時に送付した「資格審査結果通知」の写しを提出すること。 

イ 提出方法 

上記２（５）の提出先にPDF形式によりメールで送付（原本の送付は不要） 

ウ 受付期間 

令和８年５月１８日（月）から同年６月２日（火）午後５時まで 

(2) 参加資格の確認及び提案書の提出を要請する者の選定 

   県は参加資格要件を満たすか確認し、参加希望者に参加資格の有無を通知する。参加

資格を有すると認めた者に対しては、提案書の提出を要請する。 

(3) プロポ－ザルに係る質問及び回答 

ア 質問方法 

質問については、所定の質問書（様式第３号）により行うこととし、上記２（５）

の提出先にメールする。 

イ 受付期間 
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令和８年５月１８日（月）から同年５月２５日（月）午後５時まで 

ウ 回答期間 

令和８年５月２６日（火）から同年６月１日（月）までの平日午前９時から午後

５時まで 

エ 回答方法 

参加申込書提出者からの質問を取りまとめの上、参加申込書提出者全員に参加申

込書に記載された電子メールアドレス宛てに回答する。ただし、質問又は回答の内

容が質問者の具体の提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ

回答する。 

回答することにより、本プロポーザル方式による事業者選定に公平性を保てない

質問には回答しないことがある。 

  オ 留意事項 

     質問受付期間が短いため、現地確認の上質問する場合には早期に現地確認を行う

こと。 

(4) 現地確認 

ア 受付期間：募集開始～令和８年５月２７日（水）まで 

イ 対応期間：募集開始～令和８年６月１５日（月）まで 

ウ 連絡先 

現地確認を行う者（１グループ３人まで）は、各病院事務局総務課担当者に連絡

調整のうえ、現地確認を行うこと。複数事業者を同時に案内する場合もある。 

心臓血管センター：０２７－２６９－７４５５（代表） 

がんセンター  ：０２７６－３８－０７７１（代表） 

小児医療センター：０２７９－５２－３５５１（代表） 

(5) 企画提案書等の提出 

① 提出書類 

別添企画提案書作成要領に基づき企画提案書の提出（様式第４号）と次の書類を

   提出すること。 

  （ア）企画提案書（日本産業規格Ａ４） 

     ※下記の様式第５号及び様式第６号を含めて20ページ以内（表紙・目次は 

除く。）とすること。 

  （イ）電力料削減見込額等調書（様式第５号） 

  （ウ）工事施工予定業者等調書（様式第６号） 

  （エ）賃借料見積書（様式第７号） 

② 提出方法 

  上記２（５）の提出先にメールで送付 

③ 受付期間 

     提案書の提出を要請した日から令和８年６月１６日（火）午後５時まで 
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④ 留意事項 

    ・企画提案書等作成要領により作成すること。 

    ・要求した内容以外の書類、図面等については、受理しない。 

  ・提出書類の著作権は、参加者に帰属すること。 

  ・提出書類は、非公開とする。 

   ・提出書類は、返却しない。 

  ・書類提出後の記載内容の変更は、原則認めない。 

  ・本プロポーザルに必要な費用は、参加者の負担とする。 

(6) 参加辞退届の提出 

参加申込書または企画提案書等の提出以降において、参加を辞退する場合は参加辞

退届（様式第８号）を令和８年６月８日（月）から同年６月１７日（水）午後５時ま

でに上記２（５）の提出先にメールで送付すること。 

(7) プレゼンテーション 

令和８年６月２２日（月）を予定、決まり次第連絡する。 

・プレゼンテーション時の説明に際しては、原則的に提出した企画提案書のみを使用

すること。 

・併せて、整備予定のＬＥＤ照明のデモンストレーションを実施すること。 

・プレゼンテーション時の追加資料は受理しない。 

・プレゼンテーションの実施方法を含めた詳細は別途通知する。 

・プレゼンテーションは原則対面で行うものとする。新興感染症の感染状況等により、

オンラインによるプレゼンテーションに変更する場合は別途通知する。 

・参加者が多数の場合は、書類審査によりプレゼンテーションに参加する者を選定す

ることがある。 

 

 ６ 当選者の選考、決定及び通知の方法 

(1) 選考方法 

    選考は、｢群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る事業者選定委員会｣（以下、

委員会という。）において行う。 

(2) 決定方法 

    委員会の選考結果に基づき、当選者及び次点者を選定する。 

(3) 選考結果の通知 

    当選者及び次点者の名称は、参加者全員に対して文書で通知する。 

(4) 当選後の取り扱い 

    当選者は、｢群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借｣の契約予定者となる。 

(5) 失格事項 

    次のいずれかに該当した者は失格とする。 

    ① 参加表明書及び企画提案書等（以下「提出書類」という。）の提出期限、提出場
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所、提出方法等が募集要領に適合しなかった者。 

    ② 提出書類への虚偽の記載、選定委員への接触、その他不正の行為をした者。な

お、虚偽の記載をした者については、指名停止を行うことがある。 

    ③ 正当な理由なくプレゼンテーションの開始時間に遅れた者。 

 

 ７ 選定後の手続き 

  (1) 契約準備等 

    契約予定者は、選定結果通知後、直ちに次に掲げる書類を提出するとともに、準備

作業について、事務局と打合せを行うこととする。 

    ① 国税の納税証明書（該当する全ての国税税目に未納の税額がないことの証明書） 

    ② 税に係る納税証明書（入札参加申込用納税証明書） 

    ③ その他病院が求める書類 

   (2) 契約 

    ① 契約内容は｢８添付書類｣に定める仕様内容及び提案書に基づいて決定する。な

お、当該仕様については変更することがある。 

    ② 契約担当者は、契約締結後において、業務受託者が提案事項について、失格事

項又は虚偽の記載等の不正が認められる行為があった場合は、契約の解除がで

きるものとする。 

    ③ 契約予定者は、当選後に｢３参加資格｣の事項に該当したときは、速やかに契約

担当者に知らせなければならない。 

    ④ 契約担当者は、前項の申し出を受けた場合、当該契約予定者の当選を取り消し、

次点者を当選者とする。 

    ⑤ 契約担当者は、契約予定者が関係法令に違反し、そのため契約の目的を達する

ことができない、又は契約することが適当でないと認められるときは、当該契

約予定者の当選を取り消し、次点者を当選者とすることができる。 

 

８ 添付書類 

資料 群馬県立３病院のＬＥＤ照明一式賃貸借に係る仕様書 

 

９ 審査基準 

  「審査項目及び配点表」のとおり 

 


